
令和５年度下水道工事指定店講習会

郡山市上下水道局お客様サービス課
１

講習会資料
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講習内容

（１）下水道工事指定店について ・・・・・・・Ｐ．３～Ｐ．５

（２）排水設備工事等について ・・・・・・・Ｐ． ６～Ｐ．９

（３）各種申請に係る押印の取扱いについて ・・・・・・・Ｐ．10～Ｐ．11

（４）除害施設について ・・・・・・・Ｐ．12～Ｐ．14

（５）融資あっせん制度について ・・・・・・・Ｐ．15～Ｐ．17

（６）雨水活用補助金について ・・・・・・・Ｐ．18

（７）一時使用・特別使用について ・・・・・・・Ｐ．19～Ｐ．20

（８）公共汚水桝設置申込みについて ・・・・・・・Ｐ．21～Ｐ．22

（９）物件設置・公共汚水桝等設置について ・・・・・・・Ｐ．23～Ｐ．24

２
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郡山市下水道指定店について テキストＰ．1参照

３

１ 郡山市下水道工事指定店等の義務

郡山市下水道条例施行規程（抜粋）

（工事指定業者の義務）
第３３条 工事指定店の指定を受けた者（以下「工事指定業者」という。）は、次の事項を遵守しなければならない。
（１）工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り拒否しないこと。
（２）あらかじめ、施工方法、費用等について申請人に十分な説明を行い、工事は、誠実かつ迅速に施工すること。
（３）工事の完了後６箇月以内に生じた故障については、無償で補修すること。ただし、不可抗力又は使用者の故意

若しくは過失と認められるものについては、この限りでない。
（４）名義を貸与し、又は下請人に工事を施工させないこと。

（責任技術者の責務）
第３９条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規程その他管理者が定めるところに従い、排水設備工事の

設計及び施工（監理を含む。）に当たらなければならない。
２ 責任技術者は、当該工事の完了に伴う検査に立ち会わなければならない。
３ 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に下水道排水設備工事責任技術者証を携帯し、当該職員か

ら提示の要求があったときは、これを提示しなければならない。
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郡山市下水道指定店について テキストＰ．２～Ｐ．６参照

４

※役員(代表者以外)の変更については届出不要です。

下水道工事指定店の有効期間：５年間
（継続して指定を受ける場合は、有効期間満了の２箇月前までに申請が必要）

２ 郡山市下水道工事指定店等の登録・申請等の手続き

登録内容に異動が生じた場合、添付書類を添えて、郡山市下水道工事指定店異動届の提出が必要となります。

異動内容 添付書類

営業の廃止 ・郡山市下水道工事指定店認可証（原本）

名称又は代表者（※）の変更
・登記事項証明書（原本）
・郡山市下水道工事指定店認可証（写し）

営業所の移転

・登記事項証明書（原本）
・移転先の位置図
・郡山市下水道工事指定店認可証（写し）

下水道排水設備工事
責任技術者の増減

・福島県下水道排水設備工事責任技術者証（原本）
・排水設備指定工事店専任責任技術者登録届（様式４）又は排水設備指定工事店専任責任技術者取消
届（様式５）
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郡山市下水道指定店について テキストＰ．２～Ｐ．６参照

５

責任技術者の登録について、以下の内容に変更が生じた場合も届出が必要です。

変更内容 必要な書類等

下水道排水設備工事責任技術者の住所・氏名等

・福島県下水道排水設備工事専任責任技術者証記載事項変更届（様式６）
・福島県下水道排水設備工事責任技術者証（原本）
・変更したことが確認できるもの（住民票、運転免許証などの写し）

なお、下水道排水設備工事責任技術者の各種届出に必要な様式は、公益財団法人福島県下水道公社のホーム
ページからダウンロードできます。
（ホームページアドレス http://www.fspc.or.jp/）
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排水設備工事等の事務手続きについては、次の(１)から(８)となります。

（１）平面図・縦断図の作成 ・・・P.10～P.11参照
（２）調査・設計・施工上の注意事項・・・P.12～Ｐ.13参照
（３）合流区域における注意事項 ・・・P.14参照
（４）申請書記載事項 ・・・P.14～P.15参照
（５）見取図 ・・・P.15参照
（６）見積書・工事調書 ・・・P.16参照
（７）開始届・完了届・汲取証明 ・・・P.16～P.18参照
（８）工事完了検査 ・・・P.19参照

※申請書については、記入例を参考に作成して下さい。 ・・・P.41～P.52参照
※排水設備工事は確認を受けてから１年以内に完了しなければ
なりません。（施行規程第５条）

排水設備工事について テキストP.７～P.５２参照

６
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排水設備工事について テキストP.７～P.５２参照

（１）平面図・縦断図の作成

①事前の確認について
・必ず施工場所の供用開始の有無、下水道本管の有無及び公共汚水桝の有無を確認して申請に係る図面を作成
してください。
施工場所が供用開始区域内かつ下水道本管が未整備の場合、下水道整備課へご相談ください。

・公共汚水桝について、必ず現地にて位置及び使用可能であるかを確認してください。

②図面作成・設計の注意点
・図面には施工する部分を赤色で、既存部分は黒色で記入してください。
・公共汚水桝を基準(ベンチマーク)とし、測点をNo.０、地盤高を１０.００ｍとしてください。
・排水管の勾配は条例で定めるとおりに施工してください。（P149 郡山市下水道条例第４条 参照）
※管径Φ１００の場合勾配は２.０％以上 なお、１.９９％を四捨五入して２.０％とすることは出来ません。

（２）調査・設計・施工上の注意事項
・設計に重要な要素となるため、現地調査を徹底してください。地盤高等は測量機器（オートレベル等）で測
量し正確に記載してください。（設計図への記載数値についてはテキストP.11を参照）
また、現場が完了した際にも必ず測量機器による出来形検測を行い、現場と図面が一致しているかを確認し
てください。

７
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排水設備工事について テキストP.７～P.５２参照

（３）合流区域内における注意事項について
・汚水と雨水は別々に配管し、それぞれ公共汚水桝・公共雨水桝等（街渠桝、道路側溝等も含む）に接続させ
てください。なお、合流区域において公共雨水桝等がない場合は、宅内最終桝で汚水と雨水を合流させてく
ださい。

（４）申請書記載事項について
・項目・記入等方法などの注意事項が記載されておりますので、確認をお願いします。

（５）見取図について
・施工箇所を中央に配置し、赤色（蛍光ペンは不可）で囲い車線としてください。

（６）見積書・工事調書について
・「申請費」や「申請手数料」は、「諸経費」または「図面作成費」とし、申請人の誤解を招かないよう注意
して下さい。
見積書は各社任意様式とします。

（７）開始届・完了届・汲取証明について
・開始届書は、遅滞なく、速やかに、提出をお願いいたします。
また、工事完了届は、工事完了から５日以内に提出してください。

（８）完了検査について
・完了検査を受ける前に必ず社内検査を行って下さい。
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各種申請に係る押印の取扱い テキストＰ４１、Ｐ６２参照

10

拡大
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各種申請に係る押印の取扱い テキストＰ４１、Ｐ６２参照

11

拡大
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特定事業場について

下水道法では、各作業工程で悪質汚水を発生するおそれのある施設を「特定施設」として指定し、これらの施設を

持つ工場・事業場（特定事業場）は事前に届出が必要となります。

また、法に基づく排除基準が定められています。

⇒ 特定施設設置または使用届

申請者は法人または事業体の代表者、もしくは代表者から委任を受けた者

（支店長など、社員で、かつ責任を有する者。その際は委任状を添付。）

除害施設の設置について

上記以外の店舗や工場・事業場でも、排水が下水道施設の機能及び構造の保全のため、定められた排除基準を超える

おそれのある場合には、「除害施設」の設置が必要です。

また、設置の際には事前に除害施設確認申請書の提出が必要です。

上記のように、排水設備工事は、一般住宅と店舗や工場・事業場等で取扱いが異なります。

排水設備工事を行う際には、一般住宅か店舗や工場・事業場等であるか事前調査を十分に行い、適切な除害施設及び

排水設備を設置し、届出等の漏れが無いよう十分注意しなければなりません。

除害施設等について テキストP.５３～P.５７参照

12

店舗や工場・事業場が公共下水道を使用する場合は、公共下水道施設の機能及び構造の
保全のため、また、下水道終末処理場の放流水質確保のために、下水道法や郡山市下水
道条例で「特定施設」の届出や「除害施設」の設置が義務付けられています。
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グリース阻集器の保守管理について テキストP.５８参照
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グリース阻集器の保守管理について テキストP.５８参照

14

阻集器を設置後、適性な管理を行っていない店舗等が見受けられますので、阻集器を設置した際は、
排水設備工事を⾏った下水道工事指定店から、申請者や阻集器を使用する⽅（店⻑等）へ保守管理
について詳しく説明して下さい。
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・対 象 者 － 個人の方(法人は対象外)

・対象物件 － 専用住宅(事業所は対象外)

・融 資 額 － 一戸建ては80万円以内

集合住宅は200万円以内

・あっせん先 － 市内の金融機関（上下水道局と利子補給等の契約を

締結している金融機関）

・償還期間 － 融資の翌月から６０ヶ月以内での元金均等償還

・利 子 － 無利子（上下水道局が全額負担）

融資あっせん制度について テキストP.５９ ～P.７７参照

15

下水道接続の改造工事資金を金融機関から借りやすくするため、
融資のあっせんをしています。

※特定環境保全公共下水道接続補助金についてはテキストP.66～77参照
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１ 申請者

・郡山市民であること

・下水道区域にある居住用建物の所有者又は所有者の同意を得た占有者

・市県民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税等の市税や、受益

者負担金・分担金の滞納が無いこと

・下記の条件を満たす連帯保証人が１人いること

16

２ 連帯保証人
・住民税が課税され、かつ滞納が無いこと
・固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税等の市区町村税の滞納が無いこ

と
・融資申請者本人と異なる勤務先であること

融資あっせんの条件について

その他の注意点について

・工事着工後には受付できませんので、注意してください。

・工事を依頼する前に、予め金融機関と融資のご相談をしてください。
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雨水活用補助金について テキストＰ．７８～Ｐ．１０７参照

18

※ 上下水道局では宅内での雨水貯留を推奨しております

●目的
浸水被害の軽減
・河川の増水防止（降雨時の浸水対策）

資源の有効活用
・水資源の活用
・庭木の水に「水道料金等」がかからない
・公共下水道への切替で不要となった浄化槽の再利用

●補助の金額
・浄化槽転用
工事費の３分の２
限度額：一般住宅 ２５万円 事業所等 ４０万円

・浸透ます設置
工事費の３分の２
限度額：２万５千円/基（１棟につき４基まで）

・雨水貯留タンク（100L以上）設置
購入費の３分の２
限度額：４万円（１棟につき１基まで）

浄化槽転用 浸透ます

雨水貯留タンク
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一時使用許可について テキストＰ．２３～Ｐ．３５参照

19

◆土木建築工事等による排水を放流するため、一時的に下水道を使用したい場合は、
一時使用の申請・許可が必要となります。

一時使用許可申請については、許可に要する日数を考慮していただき、一時使用
したい日から２週間前までに申請するようにお願いします。

また、一時使用期間を延長したい場合は、許可期限の２週間前までに変更申請を
して許可を受けて下さい。

使用後は、公共下水道一時使用排水量届に公共汚水桝流入口の閉塞状況が確認できる
写真を添付し、お客様サービス課管理係へ速やかに提出して下さい。

また、使用中は報告書を2箇月に一度、お客様サービスセンターへ提出し、料金の精算
を行って下さい。

農業集落排水の一時使用についても手続きが必要です。

※注意点
湧水・地下水の排出を行う場合は、沈殿槽や中和槽を設置する等の協議が別途必要に

なります。（合流式の公共下水道区域：お客様サービス課、分流区域：道路維持課又は
国・県等と協議を行って下さい）
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特別使用許可について テキストＰ．２０～Ｐ．２２参照

20

供用開始区域外であっても下水道を使用したい場合は、特別使用許可の申請が
必要となります。

◆公共下水道・特定環境保全公共下水道の場合

供用開始区域外で下水道を使用したい場合は、公共下水道事業協力金（受益者負担
金相当分）を支払い、自費で公共汚水桝等を設置（物件設置許可申請）していただき
ます。

◆農業集落排水施設の場合

供用開始区域外で下水道を使用したい場合は、自費で公共汚水桝等を設置
（公共汚水桝等設置許可申請）していただきます。

※中山地区（熱海町）は、受益者分担金の支払いが必要となります。
※阿久津地区の一部（あぶくま台団地 開発区域内）、片平地区の一部(片平地区

集落地区計画区域内)は特別使用許可申請は不要です。
※三町目地区の特別使用許可申請の計画がある場合は、事前に、お客様サービス課

へご相談下さい。

提出書類：Ｐ．20参照
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公共汚水桝設置申込みについて テキストP.１０８～P.１２１参照
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公共汚水桝設置申込みについて テキストP.１０８～P.１２１参照

22
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物件設置について テキストＰ．１２２～Ｐ．１４１参照

23

◆物件設置とは、公共下水道管理者以外が行う工事です。
（郡山市下水道条例第１７条）

◆物件設置の条件
①既設公共汚水桝はあるが、同敷地内において、他に公共汚水桝が必要と

なった場合
②既設公共汚水桝の位置、高さ、構造等を変更したい場合
③特別使用許可に関するもの
④既設公共汚水桝を撤去する場合
⑤公共汚水桝を早急に設置したい場合
⑥開発許可に係るもの
⑦道路位置指定に係るもの（宅地分譲等）
⑧コミプラ団地等の桝設置の場合

◆申請先
上記④については、公共汚水桝の撤去のみの場合は下水道保全課、
排水設備の新設も含む場合はお客様サービス課、
上記⑥については下水道保全課、
その他については、お客様サービス課となります。
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公共汚水桝等設置について テキストＰ．122～Ｐ．141参照

24

◆農業集落排水施への接続についての注意点
※農業集落排水施設の事業は完了しているため、郡山市上下水道局では公共汚水桝の

新設は行いません。そのため、設置に係る費用はすべて自己負担となります。
※各処理場の処理能力には限界があるので、必ずしも農業集落排水施設に接続が出来

ない場合がありますので注意してください。
◆公共汚水桝等設置の条件(農業集落排水施設)
①公共汚水桝を設置したい場合
②既設公共汚水桝の位置、高さ、構造等を変更したい場合
③特別使用許可に関するもの（供用開始区域外で下水道を使用したい場合）
④既設公共汚水桝を撤去する場合
⑤開発許可に係るもの

※③について、阿久津地区の一部（あぶくま台団地内 開発区域内）と片平地区の
一部（片平地区集落地区計画区域内）については、特別使用許可申請は不要です。

◆申請先
①➁➂についてはお客様サービス課
④については、公共汚水桝の撤去のみの場合は下水道保全課、排水設備の新設も含む
場合はお客様サービス課
⑤については下水道保全課 となります。

Voice By ondoku3.com



ご視聴ありがとうございました

26
Voice By ondoku3.com


